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香
川
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

香
川
県
議
会
議
長
　
　
白
　
　
井
　
　
昌
　
　
幸

香
川
県
議
会
規
則
第
一
号

香
川
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
十
一
条
中
「
者
を
」
を
「
議
員
を
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、

「
で
表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
無
記
名
投
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で
表
決
を
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な
け
れ
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め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
採
る
」
を
「
と
る
」
に
改
め
、
同
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第
二
項
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「
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定
に
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に

規
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す
る
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て
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に
、
「
記
名
投
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記
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投
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め
る
。
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


